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注目トピックス 
01｜4 月以降の飲食費上限が1 万円に 
交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が「1
人当たり1 万円以下」に引き上げられました。従業員へ
の周知も踏まえ、飲食費の範囲などについて改めて確認
をしておきましょう。 
 

特集 
02｜経営セーフティ共済に係る税制改正 
令和6 年度税制改正において経営セーフティ共済（倒産
防止共済）に関する税制改正が行われます。 
 
03｜リスケジュールから返済正常化へ 
リスケジュールやリスケジュールの更新によって経営
状況が改善することができれば返済の正常化へ向かい
ます。返済を正常化する場合の注意点を見ていきましょ
う。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

話題のビジネス書をナナメ読み 
04｜科学的根拠に基づく最高の勉強法 

（KADOKAWA） 
本書は米国内科専門医が、膨大な科学的研究から導き出
した効果の高い勉強法を紹介しています。アクティブリ
コールや分散学習など、脳科学の知見を活用した具体的
な学習テクニックが満載の一冊です。 
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4 月以降の飲食費 
上限が１万円に 


